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○
風
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営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
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す
る
法

律
に
よ
る
営
業
許
可
の
取
消
し
…
…
…
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○
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発
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に
関
す
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工
事
完
了
…
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都
市
整
備
局
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
開
発
指
導
第
一
課
）…
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○
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規
模
小
売
店
舗
立
地
法
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基
づ
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意
見
の
概
要
…
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…
…
…
…（
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○
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止
…
…（
同
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告

示

◉
東
京
都
告
示
第
八
十
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

足
立
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
第
三
・
三
・
百

二
十
六
号
上
沼
田
東
公
園

三

事
業
施
行
期
間

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
七
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

足
立
区
江
北
六
丁
目
地
内

使
用
の
部
分

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
八
十
一
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

練
馬
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
練
馬
第
二
・
二

・
九
十
二
号
ど
ん
ぐ
り
山
憩
い
の
森
公
園

三

事
業
施
行
期
間

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
七
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

練
馬
区
北
町
七
丁
目
地
内

使
用
の
部
分

な
し

◉
東
京
都
告
示
第
八
十
二
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
五
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
東
京
都
市
計
画
緑
地
事
業
を
認
可
し
た
の
で
、

同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

大
田
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
緑
地
事
業
第
九
十
四
号
多

摩
川
親
水
緑
地

三

事
業
施
行
期
間

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日
か
ら
令
和
六
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

な
し

使
用
の
部
分

大
田
区
羽
田
空
港
二
丁
目
地
内

◉
東
京
都
告
示
第
八
十
三
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
平
成
三
十
一
年
東
京
都
告
示
第
六
百
七
十
七
号

東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、

同
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
、
次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。
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令
和
四
年
一
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

世
田
谷
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
公
園
事
業
第
九
・
六
・
五

号
砧
公
園

三

事
業
施
行
期
間

平
成
三
十
一
年
四
月
十
二
日
か
ら
令
和
六

年
三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
八
十
四
号

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
六
十
三
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
令
和
二
年
東
京
都
告
示
第
七
百
二
号
東
京
都
市

計
画
緑
地
事
業
の
事
業
計
画
の
変
更
を
認
可
し
た
の
で
、
同
条
第
二

項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
六
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
よ
う
に
告
示
す
る
。

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

施
行
者
の
名
称

世
田
谷
区

二

都
市
計
画
事
業
の

種
類
及
び
名
称

東
京
都
市
計
画
緑
地
事
業
第
九
十
六
号
岡

本
い
こ
い
の
も
り
緑
地

三

事
業
施
行
期
間

令
和
二
年
四
月
二
十
四
日
か
ら
令
和
五
年

三
月
三
十
一
日
ま
で

四

事
業
地

収
用
の
部
分

変
更
な
し

使
用
の
部
分

変
更
な
し

◉
東
京
都
告
示
第
八
十
五
号

建
築
士
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
号
。
以
下
「
法
」
と

い
う
。
）
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
建
築
士
の
免
許
を
取
り
消

し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
及
び
建
築
士
法
施
行
規
則
（
昭
和
二
十
五

年
建
設
省
令
第
三
十
八
号
）
第
六
条
の
二
の
規
定
に
基
づ
き
、
次
の

と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

免
許
の
取
消
し
を
し
た
年
月
日

令
和
四
年
一
月
七
日

二

免
許
を
取
り
消
し
た
者

氏
名

毛
利

壽
子

建
築
士
の
別

二
級
建
築
士

登
録
番
号

東
京
都
知
事
登
録
第
五
三
二
六
五
号

三

免
許
の
取
消
し
の
理
由

法
第
九
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
た
め

一

免
許
の
取
消
し
を
し
た
年
月
日

令
和
四
年
一
月
七
日

二

免
許
を
取
り
消
し
た
者

氏
名

秋
山

清
五

建
築
士
の
別

二
級
建
築
士

登
録
番
号

東
京
都
知
事
登
録
第
三
〇
八
七
六
号

三

免
許
の
取
消
し
の
理
由

法
第
九
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当
す
る
た
め

◉
東
京
都
告
示
第
八
十
六
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十

八
条
の
七
に
規
定
す
る
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
の
変
更
認
定
を
し
た
の
で
、

法
第
十
八
条
の
七
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法
第
十
八
条
の
五
第

二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
変
更
認
定
を
受
け
た
鳥
獣
捕
獲
等
事

業
者
（
以
下
「
変
更
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
つ

い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

変
更
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
名
称

一
般
財
団
法
人
自
然
環
境
研
究
セ
ン
タ
ー

二

変
更
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
住
所

墨
田
区
江
東
橋
三
丁
目
三
番
七
号

三

変
更
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
代
表
者
の
氏
名

理
事
長

大
塚

柳
太
郎

四

そ
の
他

一
の
変
更
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
は
、
法
第
十
八
条
の
五
第

一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
八
十
七
号

鳥
獣
の
保
護
及
び
管
理
並
び
に
狩
猟
の
適
正
化
に
関
す
る
法
律

（
平
成
十
四
年
法
律
第
八
十
八
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
十
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八
条
の
八
に
規
定
す
る
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
の
認
定
の
有
効
期
間
の
更

新
を
し
た
の
で
、
法
第
十
八
条
の
八
第
六
項
に
お
い
て
準
用
す
る
法

第
十
八
条
の
五
第
二
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
当
該
認
定
の
有
効
期
間

の
更
新
を
受
け
た
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
（
以
下
「
更
新
認
定
鳥
獣
捕

獲
等
事
業
者
」
と
い
う
。
）
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

更
新
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
名
称

一
般
財
団
法
人
自
然
環
境
研
究
セ
ン
タ
ー

二

更
新
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
住
所

墨
田
区
江
東
橋
三
丁
目
三
番
七
号

三

更
新
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
の
代
表
者
の
氏
名

理
事
長

大
塚

柳
太
郎

四

そ
の
他

一
の
更
新
認
定
鳥
獣
捕
獲
等
事
業
者
は
、
法
第
十
八
条
の
五
第

一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
基
準
に
適
合
す
る
。

◉
東
京
都
告
示
第
八
十
八
号

東
京
都
薬
物
の
濫
用
防
止
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
七
年
東
京
都

条
例
第
六
十
七
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
知
事
指
定

薬
物
の
指
定
が
次
の
と
お
り
効
力
を
失
う
の
で
、
同
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
告
示
す
る
。

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

失
効
す
る
知
事
指
定
薬
物
の
名
称

別
表
の
と
お
り

二

失
効
の
理
由

当
該
知
事
指
定
薬
物
は
、
医
薬
品
、
医
療
機
器
等
の
品
質
、
有

効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
十
五
項
に

規
定
す
る
指
定
薬
物
及
び
同
法
第
七
十
六
条
の
四
に
規
定
す
る
医

療
等
の
用
途
を
定
め
る
省
令
の
一
部
を
改
正
す
る
省
令
（
令
和
四

年
厚
生
労
働
省
令
第
九
号
）
の
施
行
に
よ
り
、
医
薬
品
、
医
療
機

器
等
の
品
質
、
有
効
性
及
び
安
全
性
の
確
保
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
三
十
五
年
法
律
第
百
四
十
五
号
）
第
二
条
第
十
五
項
に
規

定
す
る
厚
生
労
働
大
臣
の
指
定
薬
物
に
指
定
さ
れ
る
た
め

三

失
効
年
月
日

令
和
四
年
一
月
二
十
九
日

四

罰
則
の
適
用

こ
の
指
定
の
失
効
前
に
し
た
行
為
に
対
す
る
罰
則
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。
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告

示
（
公
）

◉
東
京
都
公
安
委
員
会
告
示
第
３３号

次
の
者
は
、
風
俗
営
業
等
の
規
制
及
び
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
２３年

法
律
第
１２２号

）
第
８
条
第
３
号
の
規
定
に
該

当
す
る
に
至
っ
た
の
で
、
令
和
３
年
１２月

１７日
風
俗
営
業
の
許
可
を

取
り
消
し
た
。

お
っ
て
、
被
処
分
者
の
所
在
が
不
明
の
た
め
通
達
で
き
な
い
の
で
、

こ
の
告
示
を
も
っ
て
通
達
に
代
え
る
。

令
和
４
年
１
月
２８日

東
京
都
公
安
委
員
会

委
員
長

山
口

徹

記

１
被
処
分
者
の
営
業
所
の
所
在
地
及
び
名
称
並
び
に
法
人
名
称

⑴
立
川
市
曙
町
二
丁
目
５
－
１１

ら
・
て
ー
る
ビ
ル
３
階

「
ス
マ
イ
ル
１
」

有
限
会
社
新
開
産
業

⑵
立
川
市
曙
町
二
丁
目
５
－
１１

ら
・
て
ー
る
ビ
ル
４
階

「
ス
マ
イ
ル
２
」

有
限
会
社
新
開
産
業

２
処
分
事
由

正
当
な
事
由
が
な
く
６
月
以
上
休
業

３
そ
の
他

⑴
こ
の
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ

と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
に
、
東
京
都

公
安
委
員
会
（
警
視
庁
生
活
安
全
部
保
安
課
経
由
）
に
対
し
て

審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の
処
分
が
あ

っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
３
月
以
内
で
あ

っ
て
も
、
こ
の
処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過

す
る
と
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
）
。

⑵
こ
の
処
分
に
つ
い
て
は
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ

た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
に
、
東
京
都
を
被
告
と

し
て
（
訴
訟
に
お
い
て
東
京
都
を
代
表
す
る
者
は
東
京
都
公
安

委
員
会
と
な
り
ま
す
。
）
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の
処
分
が
あ
っ
た
こ
と
を
知

っ
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
６
月
以
内
で
あ
っ
て
も
、
こ
の

処
分
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経
過
す
る
と
処
分
の

取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
り
ま
す
。
）
。

た
だ
し
、
上
記
⑴
の
審
査
請
求
を
し
た
場
合
に
は
、
当
該
審
査

請
求
に
対
す
る
裁
決
が
あ
っ
た
こ
と
を
知
っ
た
日
の
翌
日
か
ら

起
算
し
て
６
月
以
内
に
、
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
（
な
お
、
こ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
当
該
審

査
請
求
に
対
す
る
裁
決
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
１
年
を
経

過
す
る
と
処
分
の
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
り
ま
す
。
）
。

公

告

開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
の
完
了
に
つ
い
て

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
第
一

項
の
規
定
に
基
づ
き
許
可
し
た
次
の
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
は
、

完
了
し
た
。

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日

東
京
都
多
摩
建
築
指
導
事
務
所
長

浅

井

勉

開
発
区
域
又
は
工
区
に

含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

許
可
を
受
け
た
者
の

住
所
及
び
氏
名

立
川
市
上
砂
町
二
丁
目
二
十
四
番

十
九
、
同
番
二
十
及
び
同
番
五
十

一

国
分
寺
市
東
戸
倉
一
丁
目
十
六

番
地
四
十
一

株
式
会
社
富
晴

代
表
取
締
役

富
田

譲
治

東
大
和
市
芋
窪
六
丁
目
千
五
十
二

番
、
千
五
十
三
番
十
一
及
び
千
七

十
三
番
一

東
大
和
市
上
北
台
三
丁
目
四
百

十
一
番
地
一

株
式
会
社
テ
ィ
エ
ラ

代
表
取
締
役

東
宮

博
士

青
梅
市
柚
木
町
三
丁
目
七
百
七
十

二
番
一

青
梅
市
柚
木
町
三
丁
目
七
百
七

十
二
番
地
の
二

古
屋

稔

東
大
和
市
桜
が
丘
四
丁
目
三
百
九

番
一
の
一
部
、
同
番
二
、
同
番
二

地
先
、
同
番
三
、
同
番
四
、
三
百

十
番
三
十
二
及
び
同
番
三
十
三

東
大
和
市
上
北
台
三
丁
目
四
百

十
一
番
地
の
八

株
式
会
社
ヒ
カ
リ
企
画

代
表
取
締
役

本
橋

光
晴

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
に
基
づ
く
意
見
の
概
要
に

つ
い
て

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
届
出
の
公
告
に
係
る

意
見
を
聴
取
し
た
の
で
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
次
の
と
お
り

意
見
の
概
要
を
公
告
し
、
当
該
意
見
を
縦
覧
に
供
す
る
。

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日

東
京
都
知
事

小

池

百
合
子

一

店
舗
名

セ
レ
オ
国
分
寺

二

店
舗
所
在
地

国
分
寺
市
南
町
三
丁
目
二
十
番
三
号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
Ｊ
Ｒ
中
央
線
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
デ
ザ
イ

ン

四

意
見

ア

聴
取
者

国
分
寺
市
長

イ

概
要

意
見
な
し

ウ

収
受
日

令
和
四
年
一
月
十
二
日

五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課

（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）
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六

縦
覧
期
間

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
二
月
二
十

八
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す

る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に

定
め
る
休
日
を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
。

た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。

一

店
舗
名

ユ
ニ
カ
新
宿
ビ
ル

二

店
舗
所
在
地

新
宿
区
新
宿
三
丁
目
二
十
三
番
七
号

三

設
置
者
名

株
式
会
社
ユ
ニ
カ

四

意
見

ア

聴
取
者

新
宿
区
長

イ

概
要

意
見
な
し

ウ

収
受
日

令
和
四
年
一
月
十
八
日

五

縦
覧
場
所

東
京
都
産
業
労
働
局
商
工
部
地
域
産
業
振
興
課

（
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号
）

六

縦
覧
期
間

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日
か
ら
同
年
二
月
二
十

八
日
ま
で
。
た
だ
し
、
東
京
都
の
休
日
に
関
す

る
条
例
（
平
成
元
年
東
京
都
条
例
第
十
号
）
に

定
め
る
休
日
を
除
く
。

七

縦
覧
時
間

午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
四
時
三
十
分
ま
で
。

た
だ
し
、
正
午
か
ら
午
後
一
時
ま
で
を
除
く
。

東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
事
業
廃
止
に

つ
い
て

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
二
十
五
条
の

七
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
か
ら
次

の
と
お
り
事
業
の
廃
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日

東
京
都
水
道
局
長

浜

佳
葉
子

指
定
番
号

商
号

代
表
者

住

所

廃
止
年

月
日

七
一
八
七

三
倉
建
設

株
式
会
社

西
澤

正
彦

板
橋
区
徳
丸

三
丁
目
十
八

番
八
号

平
成
三
十

年
三
月
三

十
一
日

一
〇
〇
九

五

Ｐ
ｌ
ｕ
ｓ

ｏ
ｎ
ｅ

眞
浦

啓

埼
玉
県
朝
霞

市
膝
折
町
二

丁
目
三
番
二

十
六－

三
号

令
和
二
年

十
一
月
十

二
日

六
九
六
五

フ
タ
ミ
設

備
設
計

二
見

照
夫

港
区
高
輪
三

丁
目
八
番
十

号

同
年
十
二

月
三
十
一

日

六
七
七
五

大
鐘
管
工

店

大
鐘

善
弘

渋
谷
区
初
台

一
丁
目
二
十

九
番
十
五
号

令
和
三
年

三
月
二
十

二
日

六
九
八
七

日
本
水
理

株
式
会
社

小
久
保
圭
子

大
阪
府
大
阪

市
中
央
区
高

麗
橋
四
丁
目

四
番
六
号

同
年
九
月

三
十
日

七
〇
九
五

株
式
会
社

ヒ
ジ
リ
建

設

庄
子

佳
奈

宮
城
県
仙
台

市
青
葉
区
落

合
五
丁
目
十

五
番
三
十
八

号

同
年
十
一

月
一
日

八
八
六
八

株
式
会
社

笹
原
設
備

笹
原

慎
一

町
田
市
忠
生

一
丁
目
二
十

八
番
地
七

同
月
三
十

日

七
〇
一
五

日
産
住
設

株
式
会
社

澳
原

広
明

練
馬
区
関
町

東
一
丁
目
十

三
番
六
号

同
年
十
二

月
八
日

七
一
六
二

株
式
会
社

桶
新
設
備

山
﨑

達
雄

埼
玉
県
越
谷

市
大
字
西
新

井
八
百
九
十

八
番
地

同
月
十
日

九
六
六
一

城
総
合
設

備

安
部

城
通

神
奈
川
県
横

浜
市
神
奈
川

同
日

区
菅
田
町
千

七
百
九
十
五

番
地
一
菅
田

農
住
ハ
イ
ツ

Ａ－

一
〇
六

号

六
九
二
五

株
式
会
社

長
澤
工
務

店

長
澤

三
郎

渋
谷
区
本
町

四
丁
目
三
十

番
六
号

同
月
十
五

日

六
七
二
〇

藤
巻
設
備

株
式
会
社

藤
巻

俊
二

神
奈
川
県
横

浜
市
保
土
ケ

谷
区
新
井
町

二
百
七
十
四

番
地
の
十
五

同
月
二
十

一
日

七
〇
六
〇

株
式
会
社

国
土
サ
ー

ビ
ス

中
山

勝
幸

中
野
区
東
中

野
一
丁
目
三

十
二
番
六
号

同
日

六
六
六
一

電
温
サ
ー

ビ
ス

内
田

正
二

板
橋
区
板
橋

二
丁
目
五
十

三
番
十
七
号

同
月
二
十

四
日

七
九
六
七

大
原
商
会

原

重
雄

あ
き
る
野
市

野
辺
四
百
番

地

同
日

九
三
七
〇

多
田
建
設

株
式
会
社

多
田

次
子

大
田
区
南
雪

谷
四
丁
目
五

番
三
号

同
日

六
八
五
九

株
式
会
社

日
本
エ
ン

ジ
ニ
ア
リ

ン
グ

田
辺

洋
一

新
宿
区
三
栄

町
二
十
七
番

地
九

同
月
二
十

五
日

六
八
七
一

有
限
会
社

浦
野
設
備

事
務
所

浦
野

正
俊

大
田
区
下
丸

子
四
丁
目
十

六
番
十
五
号

同
月
二
十

八
日

六
八
〇
一

佐
々
木
総

業
株
式
会

社

小
林

光
一

大
田
区
上
池

台
二
丁
目
二

十
番
二
号

同
月
三
十

一
日
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七
三
四
一

田
代
住
設

田
代

重
男

武
蔵
村
山
市

中
原
一
丁
目

二
十
番
地
の

九

同
日

東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
の
事
業
休
止
に

つ
い
て

水
道
法
（
昭
和
三
十
二
年
法
律
第
百
七
十
七
号
）
第
二
十
五
条
の

七
の
規
定
に
基
づ
き
、
東
京
都
指
定
給
水
装
置
工
事
事
業
者
か
ら
次

の
と
お
り
事
業
の
休
止
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
一
月
二
十
八
日

東
京
都
水
道
局
長

浜

佳
葉
子

指
定
番
号

商
号

代
表
者

住

所

休
止
年

月
日

六
六
四
八

ア
ト
ラ
ス

商
事
株
式

会
社

上
田

淳

神
奈
川
県
川

崎
市
宮
前
区

宮
崎
二
丁
目

七
番
地
四
十

三
エ
ス
テ
ィ

ー
宮
崎
台
一

Ｆ

令
和
元
年

十
二
月
二

十
五
日

発 行
東

京

都

東
京
都
新
宿
区
西
新
宿
二
丁
目
八
番
一
号

電
話

〇
三（
五
三
二
一
）一
一
一
一（
代
）
郵便番号
１６３―８００１
定 価

本
号

三
〇
円

一
箇
月

六
、
六
〇
〇
円

（
郵
送
料
を
含
む
。）
印刷所

勝

美

印

刷

株

式

会

社

東
京
都
文
京
区
白
山
一
丁
目
十
三
番
七
号

電
話

〇
三（
三
八
一
二
）五
二
〇
一（
代
）
郵便番号
１１３―０００１


